
次期教育プランの策定について

１ 法的根拠  

教育基本法第１７条第２項の規定に基づく地方公共団体が定める「教育振興基本計

画」 

２ プランの位置づけ    

■北九州市教育大綱の内容に沿った計画

前大綱：平成２７年１１月策定 計画期間：平成２７～３０年度

３ スケジュール（案）  

・６月 素案策定

・６月下旬～７月下旬 パブリックコメント

・８月 成案決定

・９月 議会報告

分野別
計画

　　北九州市基本構想・基本計画

　　北九州市教育大綱〔市長策定〕

　　北九州市子どもの未来をひらく教育プラン
　　　　　　　　　　　　　　　〔教育委員会〕

資料３ 

（教育振興基本計画） 
第十七条 
２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体
における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければ
ならない。



次期教育プラン施策体系図（案）

本市学校教育の目標 本市が一丸となって取り組まなければならないミッション 
ミッションに基づいた重点的な

取組み（施策） 
主な取組み 各施策を推進するための個別計画・方針等 
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《mission１》時代を切り拓く力を育む 

新学習指導要領に対応し、学校マネジメ

ントの充実を図るとともに、児童生徒が

本市に誇りを持ち、新たな時代を切り拓

く力を育成する。

１ 確かな学力の育成 
(1)学校マネジメントの充実 (2)学力の向上 (3)学校における読書活動の推進

(4)英語教育の推進 (5)本市の特色を活かした教育活動の推進 

新・北九州市子ども読書プラン
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北九州市学力・体力向上 

アクションプラン ２ 健やかな体の育成 
(1)体力の向上 (2)学校における食育の推進 (3)健康の保持  

(4)スポーツに親しむ機会の充実

３ 豊かな心の育成 
(1)道徳教育・文化芸術に触れる機会の充実  

(2)人権教育の推進

《参考》他部局の分野別計画 

北九州市文化振興計画 

４ 特別支援教育の推進 
(1)相談支援体制の整備 (2)特別支援教育を推進する体制の充実  

(3)就労支援 (4)理解促進

北九州市特別支援教育 

推進プラン 

《mission２》働きがいのある学校づくり

大量退職・採用時代に対応し、業務改善

を一層推進するとともに、教員の確保と

育成を進める。

５ 大量退職・採用時代に 
おける教員の資質向上 

(1)人材の確保 (2)人材の育成・資質の向上 (3)女性活躍推進 
北九州市教育委員会 

人材育成基本方針 

６ 学校における業務改善の
推進 

(1)業務改善の推進 (2)適正な部活動の推進
学校における業務改善 

プログラム 

《mission３》安心な学びの場づくり 

早期化、複雑化する生徒指導上の課題や

子どもの安全に対応し、支援体制を構築

するとともに、防災・安全教育を進める。

７ 長期欠席、いじめ等への 
きめ細かな対応

(1)長期欠席（不登校）への対策 (2)いじめ等問題行動への対応  

(3)専門人材の配置・活用 

北九州市いじめ防止基本 

方針 

８ 児童生徒等の安全の確保
(1)防災・安全教育の推進 (2)重篤な事故の防止  

(3)食物アレルギー事故及び感染症等の防止

《参考》各学校で策定 

学校安全計画 

《mission４》市民総ぐるみでの支援 

社会的・経済的な課題に対応し、早期か

らのセーフティネットを構築し、市民総

ぐるみで子どもたちを支援する。 

９ 家庭・地域・学校の連携 (1)家庭との連携 (2)地域との連携
《参考》他部局の分野別計画 

北九州市生涯学習推進計画

10 社会的・経済的な課題 
への対応 

(1)子どもの貧困など経済的な課題の対応 (2)社会的な課題への対応 

(3)早期からの生活習慣の確立と小学校教育への円滑な接続

《参考》他部局の分野別計画 

元気発進！子どもプラン（第２次計画）

《mission５》未来を見据えた環境整備 

学校施設老朽化に計画的に対応しつつ、

ＩＣＴなど先端的な教育環境を整備し、

Society5.0 時代における教育とデジタ

ルの融合に挑戦する。 

11 教育環境の整備 (1)教育の情報化推進 (2)学校規模の適正化
北九州市立小・中学校の学校規模 

適正化の進め方 

12 学校施設の整備 (1)安全で快適な学校施設の整備  北九州市学校施設長寿命化計画 

ビジョン 

（vision） 
ミッション（mission） アクション（action） 

■ 対象分野 … 「子どもの学校教育」 

■ 計画期間 … 令和元(2019)年度～令和５(2023)年度 


